
令和７年度〔第２四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
土木交通部

（注）※１、※２の説明

技術管理課 物品購入 令和7年度　土木工事積
算基準書

一般社団法人建設物価
調査会大阪事務所

5,723,520 土木工事標準積算基準書は一般社団法人建設
物価調査会が発行しており、本業務を代替する
者はいないため。

2 3イ

交通戦略課 地域交通充実に向けた
新たな移動手段等実証
事業業務委託

地域交通充実に向けた
新たな移動手段にかか
る実証

令 和 7 年 8 月 5 日 ～ 令 和 8 年 3 月 31 日 一般社団法人システム
科学研究所

23,980,000 本業務は、新たな制度の導入に向けて、モデル
の実証を行い方策を検討するものであり、事業
者の知見、ノウハウを踏まえた提案が必要であ
り、競争入札には適しないことから、プロポーザ
ル方式により契約の相手方を選定したため。

2 4

交通戦略課 Shiga Smart Access自
動運転チャレンジ事業
業務委託

自動運転にかかる実証 令 和 7 年 9 月 11 日 ～ 令 和 8 年 3 月 31 日 Shiga Smart Access自
動運転チャレンジ事業
に係るコンソーシアム

35,750,000 本業務は、新たな技術・サービスの導入向けて、
モデルの実証を行い方策を検討するものであ
り、事業者の知見、ノウハウを踏まえた提案が必
要であり、競争入札には適しないことから、プロ
ポーザル方式により契約の相手方を選定したた
め。

2 4

流域政策局 滋賀県土木防災情報シ
ステム機能向上業務委
託

滋賀県土木防災情報シ
ステム機能向上業務

令 和 7 年 9 月 8 日 ～ 令和8年10月30日 日本無線・中電技術コン
サルタント特定業務共
同企業体

45,375,000 当システムは当該事業者が独自技術に基づき
設計、開発・整備を実施したものであり、当シス
テムの一部を改修する本業務はシステムの仕様
等を熟知していなければ遂行できないため、他
者が代替することができないため。

2 3イ

流域政策局 大津港活性化・賑わい
創出に向けた基盤整備
等検討調査業務委託

大津港活性化・賑わい
創出に向けた基盤整備
等検討調査業務

令 和 7 年 8 月 22 日 ～ 令 和 8 年 3 月 13 日 パシフィックコンサルタン
ツ株式会社

27,588,000 本事業は港湾の今後のあり方を具体的に示す
ための調査・分析を実施することから、調査方
法・分析において専門的な知識・ノウハウと、そ
れをまとめ上げる能力を重視するもので、競争
入札には適しないことから、プロポーザル形式に
より契約の相手方を選定したため。

2 4

大津土木事務所 令和7年度 第Ｆ１１－３
号国道３６７号（伊勢橋）
ほか橋梁耐震積算業務
委託

当初設計書作成　１件 令 和 7 年 8 月 26 日 ～ 令和7年10月31日 公益財団法人滋賀県建
設技術センター

5,445,000 本業務は、積算に高い技術力が求められるとと
もに、極めて高い秘匿性が求められる業務であ
る。蓄積された高い技術力に基づき、良質で精
度の高い設計および施工管理ができること、か
つ秘匿性の確保が可能なのは、当該団体以外
にはないため。

2 3イ

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

令和7年7月10日

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場合
（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締
結日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等
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法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締
結日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

南部土木事務所 令和７年度第Ｋ２８－５
号中ノ井川　広域河川
改修埋蔵文化財（蜂屋
遺跡その２）整理調査業
務委託

土器類　48箱 令 和 7 年 7 月 1 日 ～ 令 和 8 年 3 月 23 日 公益財団法人　滋賀県
文化財保護協会

6,582,400 埋蔵文化財が持つ公共的価値を損ねることなく
実施できる団体が他にいないため。

2 3イ

南部土木事務所 令和７年度第Ｅ１０－１
号琵琶湖（草津地区）水
草刈取業務委託

水草刈取　一式 令 和 7 年 7 月 30 日 ～ 令 和 8 年 3 月 19 日 滋賀県漁業協同組合連
合会

13,497,000 複数の漁業協同組合が共同で実施するため、漁
船等の手配が必要である。当該事業者以外に本
業務を代替することはできないため。

2 3イ

南部土木事務所 令和７年度第Ｅ１０－２
号琵琶湖（草津地区）水
草対策管理・有効利用
等業務委託

水草除去管理　一式水
草有効利用　一式

令 和 7 年 7 月 30 日 ～ 令 和 8 年 3 月 19 日 公益財団法人　淡海環
境保全財団

6,479,000 水草繁茂動向の予測他刈り取りの影響等につい
ての知見および堆肥化とその普及に関する技術
力が必要で当該事業者以外に本業務を代替で
きる者がいないため。

2 3イ

南部土木事務所 令和７年度第Ｆ２１－３
号大津能登川長浜線
道路補修積算業務委託

設計積算業務当初設計
書作成　２件

令 和 7 年 8 月 8 日 ～ 令 和 8 年 2 月 20 日 公益財団法人滋賀県建
設技術センター

7,348,000 当該事業者は、大規模な工事や高度で複雑な
工事の積算業務を受注してきたことによる技術
力により、的確で効率的な積算が可能であり、か
つ県派遣職員が積算業務を担当することにより
「予定価格」の秘匿性を確保できる。よって、当
該事業者以外に本業務を代替できる者がいない
ため。

2 3イ

甲賀土木事務所 令和７年度 第33-2号
思川ほか河川愛護活動
事業（除草（草刈・清
掃））委託

河川愛護作業（除草清
掃）一式

令 和 7 年 7 月 1 日 ～ 令 和 8 年 1 月 16 日 甲賀市 22,936,000 河川法第99条規定による関係地方公共団体へ
の委託であるため。

2 2

東近江土木事務
所

寒尻川ほか河川愛護活
動事業（草刈・清掃）委
託

除草（肩掛け式および人
力除草）437千m2

令 和 7 年 7 月 1 日 ～ 令 和 8 年 2 月 27 日 竜王町 28,225,000 河川法第99条規定による関係地方公共団体へ
の委託であるため。

2 2

東近江土木事務
所

江岸川ほか河川愛護活
動事業（草刈・清掃）委
託

除草（肩掛け式および人
力除草）1189千m2

令 和 7 年 7 月 1 日 ～ 令 和 8 年 2 月 27 日 東近江市 19,823,000 河川法第99条規定による関係地方公共団体へ
の委託であるため。

2 2

東近江土木事務
所

日野川ほか河川愛護活
動事業（草刈・清掃）委
託

除草（肩掛け式および人
力除草）201千m2

令 和 7 年 7 月 23 日 ～ 令 和 8 年 2 月 27 日 近江八幡市 24,644,000 河川法第99条規定による関係地方公共団体へ
の委託であるため。

2 2

東近江土木事務
所

出雲川ほか河川愛護活
動事業（草刈・清掃）委
託

除草（肩掛け式および人
力除草）565千m2

令 和 7 年 8 月 29 日 ～ 令 和 8 年 2 月 27 日 日野町 5,979,000 河川法第99条規定による関係地方公共団体へ
の委託であるため。

2 2



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締
結日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

東近江土木事務
所

国道421号（石榑トンネ
ル）単独トンネル設備点
検業務委託

トンネル照明設備点検
業務

令 和 7 年 9 月 26 日 ～ 令 和 8 年 3 月 13 日 アマナエレン株式会社 25,278,000 競争入札に付し、再度の入札に付しても落札者
がいなかったため。

8

木之本支所 令和７年度　第７０９－１
号 一般国道３０３号およ
び市道田部木之本線に
おける市道田部木之本
線整備事業の工事の実
施に関する協定

消雪設備工事　1式 令 和 7 年 7 月 10 日 ～ 令 和 8 年 3 月 31 日 長浜市 49,452,700 県と長浜市の工事区間が重複していること、県
の工事区間は将来的に市道へ移管予定である
ことから、長浜市に施工委託し一体的に施工す
ることが経済性および将来の維持管理における
利便性の点で合理的であるため。

2 2

高島土木事務所 第８－１号市場野田鴨
線災害復旧測量設計業
務委託

４級基準点測量　３点現
地測量　0.004km2路線
測量　0.012km道路詳細
設計（B)　1式擁壁比較
選定　1箇所

令 和 7 年 8 月 20 日 ～ 令 和 7 年 9 月 30 日 近畿設計測量株式会社 8,822,000 一般社団法人滋賀県測量設計技術協会および
一般社団法人滋賀県建設コンサルタント協会と
の「災害時における滋賀県公共土木施設等の緊
急災害応急対策業務に関する協定書」に基づく
緊急時の業務委託のため。

5

高島土木事務所 第８３－３０１号道路統
合管理システム保守点
検業務委託

積雪センサー点検　８基
凍結センサー点検　６基
監視カメラ点検　２０基
機器修繕工　１式

令 和 7 年 7 月 9 日 ～ 令 和 8 年 3 月 19 日 キステム株式会社 9,845,000 道路統合管理システムの保守点検業務であり、
当システムは開発・構築を行った当該事業者が
社外に公表されていない独自のプログラムを用
いており、保守点検業務についても対応できる者
が限られているため、競争入札に適さず特殊な
技術等を要し、他に代替し得る者がいないため。

2 3イ


